第1４回全日本フットサル選手権大会　旭川地区予選

開 催 要 項
１　主　　催　　旭川地区サッカー協会 

２　主　　管　　旭川地区サッカー協会フットサル委員会

旭川地区サッカー協会審判委員会　旭川フットサル連盟　

３　期　　日　　平成２０年１１月２日（日曜日）３日（月曜日・祝日）
４　会　　場　　旭川市総合体育館　旭川市花咲町５丁目４０４０番地の１９　
５　参加資格　（１）チーム
　　　　　　　　　①本年度（財）日本サッカー協会のフットサル個人登録及び本大会　　　　　　　　　　フットサル登録（大会登録票に記載された選手）を行った１６歳以上（ただし、高等学校在学中の選手はこの年齢制限を適用しない）の選手により構成されたチームであること。ただし、チーム代表者はチームを掌握し、責任を負うことのできる２０歳以上の者であること。
　　　　　　　　　②必ず８名以上で参加すること。（最少でも監督１名、選手７名）８名いない場合は参加不可とする。

　　　　　　　（２）選手
　　　　　　　　　①参加選手は他のチームと二重に登録されていないこと。
　　　　　　　　　②連続の試合に耐えうる健康体であること。
　　　　　　　（３）外国籍選手
　　　　　　　　　外国籍選手は４名まで登録でき、１試合２名まで出場できる。ただし、当該外国籍選手は、IFTC（国際フットサル移籍証明書）により移籍が完了し、出入国管理および難民認定法に定める在留資格を取得しているものとする。
　　　　　　　（４）フットサル登録票
　　　　　　　　　参加決定の連絡のあったチームについては、指定された期日までに大会登録票をメールで送信すること。
　　　　　　　（５）代表権
優勝チームには旭川地区代表として全道大会出場を義務づける。

６　競技方法　（１）参加チーム数は最大２２チームとする（会場使用時間、また競技運営上）。

※参加多数の場合には、旭川フットサル連盟にて抽選し、参加チームを決定しチームに参加決定の連絡を致します。

（２）試合形式は、トーナメント方式で行う。
　　　　　　　（３）試合時間は、下記のようにする。（参加チームが２２チームの場合）

※試合形式、試合時間に関しては大会参加チーム数により変更があります。

【１回戦〜】　　　１２分－２分－１２分のランニングタイム

【準決勝】　　　　１５分－３分－１５分のランニングタイム

【代表決定戦】　　１０分－５分－１０分のプレイニングタイム
決勝トーナメントにおいて勝敗が決定しない場合は、PK方式により勝敗

を決定する。

1回戦敗退チームは、その後、交流試合を1試合行なう。
７　競技規則　（１）本年度（財）日本サッカー協会制定の「フットサル競技規則」による。
　　　　　　　（２）競技開始前に登録選手の氏名を主審に提出しておき、その全員が主審の　　　　　　　　　　許可を得て交代することができる。
　　　　　　　（３）本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、そ　　　　　　　　　　れ以降の処置については大会の規律・フェアプレー委員会で決定す　　　　　　　　　　　　る。
　　　　　　　（４）本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。

８　参加申込　（１）参加申込書に登録し得る選手数は、２０名とする。
　　　　　　　（２）参加申込は、所定の申込書（Excel）に必要事項を記入し、１０月１９日（日曜日）の１７：００までに申込先宛にE-mailにて行うこと。
　　　　　　　（３）大会参加が決定したチームには、１０月２２日（水曜日）の１９：００までにE-mail又は電話で参加決定の連絡をします。大会参加決定の連絡があったチームについては、大会登録票をメールに添付し、大会参加料を下記振込先に納入して下さい。〆切期日は１０月２４日（金曜日）です。　　　　　　　　　
大会参加料　￥１２．０００　　大会登録料　￥６．０００
　　　　　　　　　　　　　合計　￥１８．０００
　　　　　　　（４）申込先
	参加申込書


	メール
	entry@a-futsal.com

	大会参加料
	振込
	旭川信用金庫　近文支店　普通　０４２０５６８

旭川フットサル連盟　経理　梅原拡樹
※振り込み用紙には、チーム名または学校名を必ず記入して下さい。

	
	
	


９　帯同審判　（１）参加チームは公認フットサル審判員（４級以上）を２名帯同させることとし、その氏名、級を参加申込書に記入し、報告すること。帯同できない場合は、不帯同審判料として１名につき１０．０００円を大会参加料と同時に納めること。参加チーム多数の場合は、２名帯同させることができるチームを優先的に出場させる。

　帯同審判は他のチームと二重に登録されてはならない。また帯同審判は自分の審判資格を証明できるものを大会当日持参すること。

10　選手追加及び変更
　　　　　　　　大会登録票提出以降の選手の追加・変更は一切認めない。
11　ユニフォーム
（１）（財）日本サッカー協会「ユニフォーム規定」を遵守し、本大会登録票に記載されたものを原則とする。

（２）大会登録票提出以降の変更は認めない。なお背番号の変更も認めない。

12　組合せ　　平成２０年１０月２０日（月曜日）に旭川フットサル連盟において抽選決定する。

13　代表者会議（１）日　時　　平成２０年１１月１日（土）午後７：００から

　　　　　　　（２）会　場　　旭川市総合体育館

　　　　　　　（３）出場選手の選手証を必ず持参すること。　なお選手証が届いていない場　合は、個人登録料の払込受領書又はその写しを持参すること。
14　表彰及び表彰式

　　　　　　　（１）優勝、準優勝、には表彰状を授与する。

（２）表彰式は、決勝戦終了後に試合会場で行う。

15　そ の 他  （１）選手の資格に関して、その他、不都合な行為があった場合、そのチームの出場を停止する。

　　　　　　　（２）試合中、最低２名の交代要員並びに役員１名、計３名がベンチにいなければ試合を行うことはできない。

（３） 選手はスポーツ障害保険または、それに準じた保険に加入していること。

（４） チーム代表者または監督は、選手にはフットサル競技規則を充分に
      熟知・理解させ参加させること。

（５）旭川市総合体育館を使用させていただくので、使用規則を厳守して総合体育館の関係者はもちろん、他の利用者に迷惑等をかけないように、代表者は選手に徹底すること。

◆本大会に関する問い合わせ◆

旭川フットサル連盟

村　上　秀　樹

090-9081-6310

h-murakami@pop06.odn.ne.jp

